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「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制」「株式会社の支配に関する基

本方針」、連結計算書類の「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別

注記表」につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェ

ブサイト(http://www.mbkworld.co.jp）に掲載しております。 
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事業報告の一部の項目 
 

１．企業集団の現況に関する事項 

 

 (6) 財産及び損益の状況 
 

期 別 
区 分 

第88期 
 

平成24年３月期

第89期 
 

平成25年３月期

第90期 
 

平成26年３月期 

第91期 
(当連結会計年度)
平成27年３月期

売 上 高(千円) 3,582,363 3,762,596 3,868,730 2,670,610

経常利益又は経常損失(△)(千円) △467,972 △80,262 26,160 △208,757

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △669,413 16,221 22,160 △646,208

１株当たり当期純利益
又 は 当 期 純 損 失 ( △ )

(円) △30.14 0.73 1.00 △29.11

総 資 産(千円) 5,104,029 6,102,005 4,806,243 4,907,194

純 資 産(千円) 2,880,979 2,899,350 2,913,695 2,293,203

(注)１ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 平成24年３月期は、マーチャント・バンキング事業において目立った投資回収がなく、

震災の影響等によりオペレーション事業が不振であったことから、大幅な減収、減益

となりました。 

３ 平成25年３月期は、不動産売却益の実現や、不採算店舗撤退の効果により、前期から

大幅に経常損失が縮小し、さらにビジネスホテルの事業譲渡などによる特別利益があ

ったため、当期純利益を確保いたしました。 

４ 平成26年３月期は、店舗撤退の影響があったものの大口の不動産売却があり前期比や

や増収となりました。また、不動産及び太陽光発電設備の売却益、並びに円安による

為替差益の発生等により、黒字を確保いたしました。 

５ 平成27年３月期については「(1) 事業の経過及びその成果」に記載の通りであります。 

 

 (7) 主要な事業内容 

当社グループは、マーチャント・バンキング事業、オペレーション事業及びマ

ニュファクチュアリング事業を主な事業とし、併せてこれらに付帯する事業を営

んでおります。 
 

事 業 部 門 事 業 内 容 

マーチャント・バンキング事業 国内外の企業及び不動産への投資 

オ ペ レ ー シ ョ ン 事 業 宿泊施設、飲食施設及びボウリング場の運営 

マニュファクチュアリング事業 食品製造機械の製造、販売及び保守 
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 (8) 主要な営業所及び工場 
 

当   社 
本   社 （東京都千代田区有楽町） 

ホテルJ A Lシティ松山 （愛媛県松山市大手町） 

旭 工 業 株 式 会 社 
（ 子  会  社 ） 

青 梅 本 社 工 場 （ 東 京 都 青 梅 市 今 寺 ） 

株式会社ホテルシステム二十一 
（ 子  会  社 ） 

加古川プラザホテル （兵庫県加古川市加古川町） 

 
 

 (9) 従業員の状況 
 

従業員数 前連結会計年度末比増減 

102名 増減なし 

(注)１ 当連結会計年度末の企業集団における状況を記載しております。 

２ 従業員数には、従業員兼務取締役、執行役員、契約社員及び当社グループへの出向者

を含み、当社グループ外への出向者及び臨時従業員（パートタイマー、嘱託、顧問及

び派遣社員）を含んでおりません。 

 

 (10)主要な借入先 
 

借      入      先 借 入 金 残 高（千円） 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,214,747

株 式 会 社 り そ な 銀 行 743,260
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２．会社の株式に関する事項 

 

(4) 大   株   主（上位10名） 

株 主 名 持 株 数 持株比率 

トータルネットワーク ホールディングス リミテッド 7,142,900株 32.17％

株式会社Ｊ＆Ｋ 3,584,700株 16.15％

古 川 令 治 3,275,100株 14.75％

株式会社ＪＫＭＴファイナンス 787,100株 3.55％

バンク オブ イースト エイジア ノミニーズ リミテッド 434,300株 1.96％

三 木 俊 輝 406,800株 1.83％

宝 天 大 同 325,400株 1.47％

田 中 大 樹 280,000株 1.26％

西 本 健太郎 241,300株 1.09％

日本証券金融株式会社 214,200株 0.96％

(注) 持株比率は自己株式 413,249株を控除して計算しております。 
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３．会社役員に関する事項 

 
 (3) 社外役員に関する事項 

①重要な兼職先である法人等と当社との関係 

社外取締役窪田一貴が個人で経営する株式会社Ｊ＆Ｋは、当社の大株主で

あります。その持株数及び持株比率は、前記「２．会社の株式に関する事項 

(4)大株主（上位10名）」に記載しております。 

②主要取引先等特定関係事業者との関係 

該当事項はありません。 

③当事業年度における主な活動状況 
 

区  分 氏  名 主 な 活 動 状 況 

社外取締役 窪 田 一 貴 

社外取締役就任後、当事業年度開催の取締役会に
は、12回中12回出席し、会社の経営管理に関する豊
富な経験と幅広い見識を生かし、疑問点等を明らか
にするため適宜質問し、適切な意見を述べておりま
す。 

社外監査役 片 山 喜 包 

当事業年度開催の取締役会には17回中17回、また監
査役会には18回中18回出席し、企業の内部監査部門
に関する豊富な知識・経験を生かし、疑問点等を明
らかにするため適宜質問し、適切な意見を述べてお
ります。 

社外監査役 鈴 木 昌 也 

当事業年度開催の取締役会には17回中13回、また監
査役会には18回中15回出席し、公認会計士の立場か
ら、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、適切
な意見を述べております。 

 (注) 会社法第370条に定める取締役会の決議の省略を適用した取締役会の回数は除いており

ます。 

④責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、

法令の定める 低責任限度額であります。 
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５．会社の新株予約権等に関する事項 

 (1) 当事業年度末日に当社役員が保有する新株予約権等の状況 

マーチャント・バンカーズ株式会社 第12回新株予約権 

取 締 役 会 発 行 決 議 日 平成22年６月23日 

目的となる株式の種類及び数 １個あたり普通株式100株 

新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 無 償 

新 株 予 約 権 の 行 使 価 額 １株につき280円 

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 平成24年６月24日から平成27年６月23日まで 

新株予約権の主な行使条件 

(ⅰ) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業
員の地位を有していることを要する。ただし、任期満
了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由
があると認めた場合については、この限りではない。 

(ⅱ) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものと
する。 

(ⅲ) 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行
使することができる。 

事業年度の末日における当社役員の保有状況 

 新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数

監 査 役 10個 普通株式 1,000株 １名 
    

マーチャント・バンカーズ株式会社 第13回新株予約権 

取 締 役 会 発 行 決 議 日 平成22年６月23日 

目的となる株式の種類及び数 １個あたり普通株式100株 

新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 無 償 

新 株 予 約 権 の 行 使 価 額 １株につき280円 

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 平成24年６月24日から平成27年６月23日まで 

新株予約権の主な行使条件 

(ⅰ) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業
員の地位を有していることを要する。ただし、任期満
了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由
があると認めた場合については、この限りではない。 

(ⅱ) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものと
する。 

(ⅲ) 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行
使することができる。 

事業年度の末日における当社役員の保有状況 

 新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数

取締役（社外取締役を除く） 50個 普通株式 5,000株 ２名 

監 査 役 20個 普通株式 2,000株 １名 
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マーチャント・バンカーズ株式会社 第14回新株予約権 

取 締 役 会 発 行 決 議 日 平成23年８月12日 

目的となる株式の種類及び数 １個あたり普通株式100株 

新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 無 償 

新 株 予 約 権 の 行 使 価 額 １株につき153円 

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 平成25年８月13日から平成28年８月12日まで 

新株予約権の主な行使条件 

(ⅰ) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時
において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業
員の地位を有していることを要する。ただし、任期満
了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由
があると認めた場合については、この限りではない。 

(ⅱ) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものと
する。 

(ⅲ) 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行
使することができる。 

事業年度の末日における当社役員の保有状況 

 新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数

取締役（社外取締役を除く） 20個 普通株式 2,000株 １名 

監 査 役 10個 普通株式 1,000株 １名 
 
 

 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権等

の状況 

該当事項はありません。 

 

 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
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６．会計監査人の状況 

 (1) 会計監査人の名称 

太陽有限責任監査法人 

 

 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 
 

 支  払  額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭 
その他の財産上の利益の合計額 

23,500千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区分できませんので、

当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

 (3) 非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

 

 (4) 子会社の監査に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 (5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または監査役会の請求に基

づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることと

いたします。 

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合には、監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。 

 

 (6) 責任限定契約 

該当事項はありません。 
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７．業務の適正を確保するための体制 

当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下の通り基本

方針を決定しております。 

なお、当社は、会社法改正等を踏まえ、平成27年５月14日開催の取締役会においてその

内容を一部改定しており、以下は当該改定がなされた後のものです。 

 

 (1) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①コーポレート・ガバナンス 

(ⅰ)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業倫理綱領、行動規範、

取締役会規程に従い、経営に関する重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務

執行を監督いたします。取締役会は、取締役会付議・報告基準を整備し、当該基準

に則って業務執行を決定するものとしております。 

(ⅱ)代表取締役社長は、取締役会から委任された業務執行の決定を行い、この決定、取

締役会決議、社内規則に従い職務を執行するものとしております。 

(ⅲ)取締役会が取締役の職務執行の監督を行うため、取締役は、会社の業務執行状況を

取締役会報告基準に従って取締役会に報告いたします。取締役は、他の取締役の職

務執行を相互に監視・監督するものとしております。 

(ⅳ)取締役の職務執行状況は、監査役監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受

けるものとしております。 

②コンプライアンス 

(ⅰ)取締役及び従業員は、全役職員がとるべき行動の基準、規範を定めた「倫理綱領」

｢行動規範」及びその他の社内規程に従って行動するものとしております。 

(ⅱ)経営管理部をコンプライアンス推進部門とし、取締役会の指揮に基づき当社のコン

プライアンス体制を整備するとともに、全役職員に対する研修・教育を行い周知徹

底を図っております。 

(ⅲ)従業員は、法令、定款、社内規程等に違反する行為、又は合理的にその懸念がある

と思われる行為等を知ったときは、その職務上義務がない場合でも、社内の通報窓

口または社外の弁護士に通報できるものとしております。内部通報制度については、

通報者の保護を図り報復行為を禁じる等、社内規程の定めに基づき、この体制を維

持いたします。 
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③財務報告の適正確保のための体制整備 

(ⅰ)当社は、経理規程その他の社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連諸法

令を遵守し、財務報告の適法性・適正性を確保するための社内体制を構築しており

ます。 

(ⅱ)当社は、財務報告の適正性等を確保するための社内体制につき、その整備・運用状

況を評価・改善する体制を構築しております。 

④内部監査 

当社は、社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に

基づき業務全般に関し、法令、定款、社内規程の遵守状況、職務執行の適切性等につき

内部監査を実施し、社長、取締役会及び監査役に対し、内部監査結果を報告しておりま

す。内部監査室は内部監査指摘事項につき、是正・改善状況を社長、取締役会及び監査

役に対し報告しております。 

 

 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①情報の保存・管理 

取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、法令、社内規程を遵守し、

文書管理規程その他の社内規程の定めに従って、漏洩等のないよう十分な注意をもって

適切に保存・管理しております。 

②情報の閲覧 

取締役及び監査役はいつでも前項の情報の閲覧ができるようになっております。 

③情報の開示 

法令、取引所適時開示規則に従って、必要な情報開示を行っております。 

 

 (3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、社内規程の定めに基づき、当社グループ全体のリスクを厳格に管理し、企業

経営の安定性及び健全性の維持を図っております。 

②経営管理部は、監査役及び内部監査室と連携し、各部門のリスク管理体制整備を支援

し、全社の部門横断的リスク管理体制を構築しております。 

③当社の各業務部門は、担当分野のリスク管理体制を整備・構築しております。内在す

るリスクの認識・分析・評価に基づき適切な対策を実施し、継続的にリスク管理体制

の見直しを行っております。 
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④当社は、当社グループにおける危機発生の際に、被害拡大を防止し、迅速な復旧を可

能とするための体制を整えております。 

 

 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基盤である取締役

会を月一回定期的に、また、必要に応じて適時に開催しております。 

②コンプライアンス及びリスクにかかる重要事項については、取締役会の決議又は報告

事項としております。 

③取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規

程ほかの社内規程において、その責任者、業務執行手続きの詳細について定め、もっ

て職務執行の業務効率性を確保しております。 

 

 (5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

①当社グループ各社は、共通の「倫理綱領」｢行動規範」を基本の社内規程とするように

しております。 

②当社は、関係会社管理規程等の社内規程に従い、子会社を統括管理する部門において

当該子会社の全般的管理を行っております。また、子会社の資金管理、財務報告、コ

ンプライアンスに係る業務については、必要に応じて、当社の担当部門が直接子会社

を指揮、指導、管理するものとしております。 

③子会社の業務活動全般についても、内部監査室による内部監査の対象としております。 

 

 (6) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に

関する事項 

監査役が必要とした場合には、監査役の職務を補助する従業員を置きます。 

 

 (7) 前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該従業員に対する指

示の実効性の確保に関する事項 

監査役の職務を補助する従業員に対する指揮命令権限は、監査役、監査役会に属して

おり、その任用、異動、評価、処分は、監査役会の同意を必要とするものとし、取締役

からの独立性を確保しております。 
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 (8) 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関

する体制 

①重要会議への出席 

監査役は、取締役会、ほかの重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況

等を聴取し、関連資料を閲覧し、説明・報告を求めることができるものとしておりま

す。 

②取締役等の報告義務 

(ⅰ)取締役及び従業員は、監査役会・監査役が説明・報告を要求した場合には、その要

求内容を監査役に説明・報告しなければならないものとしております。 

(ⅱ)取締役は、法令が定める事項のほか、(a)財務・業務に重大な影響を及ぼすおそれの

ある決定等の内容、(b)コンプライアンスの状況、(c)業績・業績見直し発表内容、

等につき直ちに監査役に報告するものとしております。 

(ⅲ)取締役及び従業員は、(a)当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、(b)重大な

コンプライアンス違反につき、直接監査役に報告することができるものとしており

ます。 

(Ⅳ)当社及び子会社の役員及び従業員は、監査役への報告を行ったことを理由として、

不利益な取扱いを受けないものとしております。 

 

 (9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、並びに監査役の職

務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行につい

て生ずる費用の処理に係る方針に関する事項 

①内部監査室と監査役の連携 

内部監査室は、監査役との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を監査役に報告

する等、密接な連携を行うものとしております。また、監査役及び内部監査室は、会

計監査人とも密接な連携を行っております。 

②外部専門家の利用 

監査役は、その職務の執行につき必要と認められる場合には、取締役会又は取締役の

事前承認を受けることなく、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アド

バイザーを任用できるものとしております。 

③前記②のほか、監査役の職務の執行について生じた費用は、監査役の請求に従い、会

社が負担するものとしております。 
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 (10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制の整備 

当社グループの役員及び従業員等は、反社会的勢力に対して、その圧力に屈すること

なく毅然とした態度で臨むものとし、そのための社内規則及び社内体制を整備し、適切

に運用することを基本方針といたします。 

投資先や取引先の選定にあたっては、所定の審査手続きのなかで、反社会的勢力の排

除を重要な事項と認識し徹底してまいります。 

万一反社会的勢力による不当要求等の問題が生じた場合は、代表取締役社長の指揮の

もと、所管部門である経営管理部が事務局となり、顧問弁護士等の専門家と連携のうえ、

適切な対応を行うことといたします。 

今後とも当社グループは、こうした方針を徹底するため、役員及び従業員等に向けた

社内研修等の取り組みに努めてまいります。 

 

 

８．株式会社の支配に関する基本方針 

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針に

つきましては、特に定めておりません。 
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連 結 注 記 表 
 
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等 

(1) 連結の範囲等に関する事項 

① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

 連結子会社の数  ２社 

 主要な連結子会社の名称 

旭工業株式会社 

株式会社ホテルシステム二十一 

連結子会社が減少した理由 

 Owaka Global Limitedは、実質休眠状態であり、解散の手続き中であるため、

連結の範囲から除いております。 

② 非連結子会社の状況 

 主要な非連結子会社の名称等 

   該当事項はありません。    

③ 議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかった会

社等の名称等 

当該会社等の名称 

上海亜賽特投資諮詢有限公司 

Owaka Global Limited 

子会社としなかった理由 

上海亜賽特投資諮詢有限公司及びOwaka Global Limitedは、実質休眠状態で

あり、解散の手続き中であるため、子会社としておりません。 

④ 支配が一時的であることと認められること等により、連結の範囲から除かれた子会

社の財産または損益に関する事項 

該当事項はありません。 

(2) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数及び主要な会社等の名称 

   該当事項はありません。    

持分法を適用した関連会社が減少した理由 

 株式会社アドメテックは、直近に増資を実施し、当社の持分比率が低下したた

め、持分法の適用の範囲から除いております。 

② 持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の名称等 

該当事項はありません。 

③ 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等

のうち関連会社としなかった会社等の名称等 

該当事項はありません。 
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(3) 連結子会社の決算日等に関する事項 

旭工業株式会社及び株式会社ホテルシステム二十一の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。 

(4) 会計処理基準に関する事項 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

投資事業組合等への出資金については「⑦投資事業組合等の会計処理」に記載

しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法により算定） 

商品、貯蔵品 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は、収益性

の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） 

製品、仕掛品、原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法により算定） 

③ 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

なお主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物 ６～47年 工具、器具及び備品 ４～15年 

機械装置及び運搬具 ６～15年   

 また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

④ 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を

基礎として、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 
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賞与引当金 

連結子会社において、従業員の賞与制度を定めており、当該賞与の支出に備える

ため、期末要支給額を計上しております。 

役員賞与引当金 

連結子会社において、役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当連結

会計年度に見合う分を計上しております。 

役員退職慰労引当金 

連結子会社において、役員退職慰労金制度を定めており、当該役員退職慰労金の

給付に備えるため、期末要支給額を計上しております。 

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法 

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま

す。 

⑥ 営業投資の会計処理 

 当社グループが営業投資目的で行う投資（営業投資）については、営業投資目的

以外の投資とは区別して「営業投資有価証券」として ｢流動資産の部」にまとめて

表示しております。また、営業投資から生ずる損益は、営業損益として表示するこ

ととしております。なお、株式等の所有により、営業投資先の意思決定機関を支配

している要件及び営業投資先に重要な影響を与えている要件を満たすこともありま

すが、その所有目的は営業投資であり、傘下に入れる目的で行われていないことか

ら、当該営業投資先は、子会社及び関連会社に該当しないものとしております。 

⑦ 投資事業組合等の会計処理 

 当社グループは投資事業組合等の会計処理を行うに際して、投資事業組合等の財

産の持分相当額を「営業投資有価証券｣または「投資有価証券」(以下「組合等出資

金」という｡）として計上しております。投資事業組合等への出資時に組合等出資金

を計上し、投資事業組合等から分配された損益については、損益の純額に対する持

分相当額を売上高として計上するとともに同額を組合等出資金に加減し、投資事業

組合等からの出資金の払戻については組合等出資金を減額させております。 

⑧ 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、控除対象

外消費税等については前払費用及び長期前払費用に計上し、５年間で均等償却を行

っております。 

⑨ 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

⑩ のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、対象事業の経営の見通し等を考慮し、14年以内で均等

償却しております。 
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２．会計方針の変更 

該当事項はありません。 

 

 

３．表示方法の変更 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において「その他（純額）」に含めて記載しておりました有形固定資産の

「リース資産（純額）」（前連結会計年度64,021千円）について、重要性が高まったため、

当連結会計年度より区分掲記しております。 

（連結損益計算書） 

① 前連結会計年度において「その他」に含めて記載しておりました営業外収益の「受取配

当金」（前連結会計年度1,125千円）について、重要性が高まったため、当連結会計年

度より区分掲記しております。 

② 前連結会計年度において「その他」に含めて記載しておりました営業外費用の「支払手

数料」（前連結会計年度353千円）について、重要性が高まったため、当連結会計年度

より区分掲記しております。 

③ 前連結会計年度において「その他」に含めて記載しておりました特別利益の「持分変動

利益」（前連結会計年度47千円）について、重要性が高まったため、当連結会計年度よ

り区分掲記しております。 

④ 前連結会計年度において区分掲記しておりました特別利益の「保険差益」（当連結会計

年度966千円）について、重要性が低下したため、「その他」に含めて記載しておりま

す。 

 

 

４．連結貸借対照表に関する注記 

 (1) 有形固定資産の減価償却累計額 453,153 千円 

(2) 担保に供している資産 

 建物及び構築物 1,144,259 千円 

 土   地 1,325,520  

   計 2,469,780 千円 

  上記に対応する債務 

 短期借入金 150,000 千円 

 １年以内返済予定の長期借入金 104,852  

 長期借入金 1,703,155  

   計 1,958,007 千円 
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の種類及び総数 

 普通株式 22,615,056株

(2) 配当金支払額 

決  議 株式の種類 配当の原資
配当金の 
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年
５月13日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 22,201 1.0 
平成26年 
３月31日 

平成26年 
６月27日 

 (3) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの 

 該当事項はありません。 

(4) 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数 

 普通株式 61,500 株

 

 

６．金融商品に関する注記 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

 ① 金融商品に対する取り組み方針 

 当社グループは、マーチャント・バンキング事業における新規投資及び投資回収の

計画、並びに、オペレーション事業及びマニュファクチュアリング事業における設備

投資計画などに照らして、必要な資金を、主に銀行借入により調達しております。一

時的な余資は、主に銀行預金など流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運

転資金を銀行等からの借入により調達しております。デリバティブは、主に後述する

リスクを回避するために利用しており、原則として投機的な取引は行わない方針です。 

 ② 金融商品の内容及び当該金融商品に係わるリスク 

 営業債権である売掛金等は、顧客の信用リスクにさらされております。 

 海外で事業を行うに当たり生じる外貨建ての金融資産等は、為替の変動リスクにさ

らされており、過度のリスクが生じることのないよう後述のデリバティブ取引などを

利用してヘッジを行うことがあります。 

 営業投資有価証券はマーチャント・バンキング事業の主たる事業の一つである営業

投資のための株式及び出資金等であり、投資有価証券は主に業務上の関係を有する企

業または非連結会社の株式及び出資金等です。これらは、投資先企業の財務状況によ

り価値が下落するリスク、不動産ファンドや上場有価証券などについては市場リスク、

外貨建てのものについては為替リスクなどにさらされております。 

 営業債務である買掛金等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日の円建ての債務

です。 
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 借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、投資や設備投資などに

係る資金調達を目的としたものであり、償還日または返済期日は 長で決算日後約20

年です。 

 当社グループが利用するデリバティブ取引は、借入金にかかる支払金利の変動リス

クに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引と、外貨建ての営業投資資産、金融

資産及び営業債権債務に係る為替リスクに対するヘッジを目的とした為替予約及び為

替スワップ取引です。なお、当連結会計年度末現在で、デリバティブ取引の利用残高

はありません。 

 ③ 金融商品に係るリスク 

  (ア)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 営業債権は売掛金等については、主にオペレーション事業及びマニュファクチュ

アリング事業において経常的に発生しており、各事業所の担当部門が、所定の手続

きに従い、債権の回収状況を定期的にモニタリングし、支払遅延の早期把握や回収

リスクの軽減を図っております。 

 また、マーチャント・バンキング事業における営業債権は投資回収時などに不定

期に発生するものであり、営業部門が、管理部門と連携して、個別取引ごとに回収

までの期間や取引の相手方の信用状況などを総合的に判断した上で取引の実行を決

定し、約定に従った債権回収に至るまでモニタリングを行っております。特に金額

等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況

の報告などを行います。 

営業投資有価証券及び投資有価証券については、国内外の企業向けのものについ

ては、発行体（取引先企業、関連会社等）の財務状況等を継続的に把握することに

努めており、状況に応じて随時保有方針の見直しなどを行っております。 

(イ)市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利ス

ワップ取引を利用することがあります。また、当社グループは、外貨建ての金融債

権債務、営業債権債務について、過度の為替リスクを回避するため、為替予約また

は為替スワップを利用してヘッジすることがあります。 

 営業投資有価証券及び投資有価証券のうち、不動産ファンドや上場有価証券など

市場リスクのあるもの、または外貨建てのものについては、定期的に時価や為替レ

ートの変動による影響等を把握し、保有方針の見直しなどを行っております。 

 デリバティブ取引の執行・管理については、所定の手続きに従い、財務部門が決

裁担当者の承認を得て行っております。また、重要な取引があった場合は、取締役

会に報告することとしております。 

(ウ)資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の

管理 
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 当社グループは、営業部門が企画・立案する新規投資または投資回収の計画に基

づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新し、必要な手許流動性を確保するこ

とや予め必要な資金調達を行うことにより、流動性リスクを管理しております。 

 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。な

お、時価を把握することが困難と認められるものは含まれておりません。 
 

連結貸借対照表計上額、時価及び時価の算定方法 

（単位：千円） 

（注) 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1) 現金及び預金 580,655 580,655 ―

(2) 受取手形及び売掛金 194,660  

   貸倒引当金 △995  

 193,664 193,664 ―

(3) 営業投資有価証券 ― ― ―

(4) 破産更生債権等 1,920  

   貸倒引当金 △1,920  

 ― ― ―

資 産 計 774,319 774,319 ―

(1) 支払手形及び買掛金 106,166 106,166 ―

(2) 短期借入金 150,000 150,000 ―

(3) 長期借入金 1,808,007 1,777,853 △30,153

負 債 計 2,064,173 2,034,020 △30,153

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金 

短期間で決済されるものであり、また外貨建てのものについては期末時点の為替レ

ートにより時価評価を行っているため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。 

(2) 受取手形及び売掛金 

連結貸借対照表計上額は、帳簿価額から、これに対応する貸倒引当金を控除した後

の金額を記載しております。また、売掛金は１～３ヶ月のごく短期間で決済されるも

のであり、時価はこの貸倒引当金控除後の帳簿価額と近似していることから、当該価

額によっております。 
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(3) 営業投資有価証券 

営業投資有価証券は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められ

るものであるため、連結貸借対照表計上額は記載しておりません。 

(4) 破産更生債権等 

連結貸借対照表計上額は、帳簿価額から、これに対応する貸倒引当金を控除した後

の金額を記載しております。また、貸倒引当金は担保及び保証による回収見込額等に

基づき計上しており、貸倒引当金控除後の帳簿価額と近似していることから、当該価

額によっております。 

負 債 

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金 

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。 

(3) 長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。 

なお、１年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。 

デリバティブ取引 

当連結会計年度末においてデリバティブ取引の残高はありません。 

 

 

７．賃貸等不動産に関する注記 

賃貸等不動産の状況及び時価に関する注記 

(1) 賃貸等不動産の概要 

当社グループは、当連結会計年度末時点で、賃貸用マンション６棟及び有料老人ホー

ム２棟、計８棟の賃貸用不動産を所有しております。 

(2) 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに決

算日における時価及び当該時価の算定方法 

連結貸借対照表計上額 
決算日における時価

当期首残高 当期増減額 当期末残高 

841,705千円 1,354,435千円 2,196,140千円 2,151,695千円

 
(3) 賃貸等不動産に関する損益 

当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、73,318千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費

用は売上原価に計上）であります。 
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８．１株当たり情報に関する注記 

 １株当たり純資産額 102円92銭

 １株当たり当期純損失 29円11銭
 
 

 

９．重要な後発事象 

資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分 

当社は、平成27年５月14日開催の取締役会において、資本金の額の減少及び資本準備金

の額の減少並びに剰余金の処分について、平成27年6月25日開催予定の第91回定時株主総会

に付議することを決議いたしました。その内容は以下の通りであります。 

 

(1) 資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分の理由 

当社は、第91期の連結業績におきまして646百万円、個別業績におきまして611百万円の

当期純損失を計上したため、多額の繰越欠損金を計上いたしました。 

この欠損金を填補して、資本構成の是正と財務体質の健全化を図るとともに早期復配体

制を実現することを目的として、会社法第447条及び第448条の規定に基づき資本金及び準

備金の額を減少した上で、会社法第452条の規定にもとづき、剰余金の処分をしたいと存

じます。 

 

(2) 資本金の額の減少の要領 

① 減少する資本金の額 

当社の資本金の額2,765,732,924円のうち334,761,955円を減少し、その他資本剰余金に

振り替え、減少後の資本金の額を2,430,970,969円といたします。 

② 資本金の額の減少の内容 

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行いません。減少する資本

金の額全額を資本の欠損填補に充当します。 

 

(3) 準備金の額の減少の要領 

① 減少する資本準備金の額 

当社の資本準備金の額20,849,811円を全額減少し、その他資本剰余金に振り替えるこ

とといたします。 

② 減少する利益準備金の額 

当社の利益準備金の額20,140,658円を全額減少し、繰越利益剰余金に振り替えること

といたします。 
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(4) 剰余金の処分の要領 

会社法第452条の規定に基づき、上記の効力が生じた後のその他資本剰余金

355,611,766円全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。 

① 減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金  355,611,766円 

② 増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金   355,611,766円 

 

(5) 日程 

取締役会決議日      平成27年5月14日 

株主総会決議日      平成27年6月25日（予定） 

債権者異議申述公告日   平成27年6月下旬（予定） 

債権者異議申述 終期日  平成27年7月下旬（予定） 

効力発生日        平成27年8月1日（予定） 

 

(6) その他 

本件は、平成27年6月25日開催予定の第91回定時株主総会において承認可決されること

を条件としております。 
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株主資本等変動計算書 
 

( 平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで )

 
(単位：千円) 

 

 

株     主     資     本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

資本準備金
資本剰余金
合   計

利益準備金

そ の 他 
利益剰余金 利益剰余金

合   計繰   越 
利益剰余金 

当 期 首 残 高 2,765,732 20,849 20,849 17,920 259,819 277,739

当 期 変 動 額   

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △22,201 △22,201

利益準備金の積立 ― ― ― 2,220 △2,220 ―

当 期 純 損 失 ( △ ) ― ― ― ― △611,149 △611,149

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) 

― ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― 2,220 △635,571 △633,351

当 期 末 残 高 2,765,732 20,849 20,849 20,140 △375,752 △355,611

 

 

株  主  資  本 
評価・換算 
差 額 等 

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

当 期 首 残 高 △83,280 2,981,041 △ 17,557 22,509 2,985,993

当 期 変 動 額   

剰 余 金 の 配 当 ― △22,201 ― ― △ 22,201

利益準備金の積立 ― ― ― ― ―

当 期 純 損 失 ( △ ) ― △611,149 ― ― △611,149

自 己 株 式 の 取 得 △21 △21 ― ― △ 21

株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) 

― ― 51,429 △14,245 37,184

当 期 変 動 額 合 計 △21 △633,372 51,429 △14,245 △596,188

当 期 末 残 高 △83,302 2,347,668 33,872 8,264 2,389,805

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 
 

１．重要な会計方針に係る事項 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

投資事業組合等への出資金については､（6）投資事業組合等の会計処理に記載

しております。 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法により算定） 

商品、貯蔵品 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は、収益性

の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定) 

(3) 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く）   定額法 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建   物 ６～47年 構 築 物 10～38年 

機械及び装置 ６～10年 工具器具備品 ４～15年 

 また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
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(4) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

売上債権、未収入金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

を基礎として、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

(5) 営業投資の会計処理 

当社がM&A事業の営業取引として営業投資目的で行う投資（営業投資）については、営

業投資目的以外の投資とは区別して「営業投資有価証券」として「流動資産」にまとめ

て表示しております。また、営業投資から生ずる損益は、営業損益として表示すること

としております。 

なお、株式等の所有により、営業投資先の意思決定機関を支配している要件及び営業

投資先に重要な影響を与えている要件を満たすこともありますが、その所有目的は営業

投資であり、傘下に入れる目的で行われていないことから、当該営業投資先は、子会社

及び関連会社に該当しないものとしております。 

(6) 投資事業組合等の会計処理 

当社は投資事業組合等の会計処理を行うに際して、投資事業組合等の財産の持分相当

額を「営業投資有価証券｣、｢関係会社株式」または「関係会社有価証券」(以下｢組合等

出資金」という｡）として計上しております。投資事業組合等への出資時に組合等出資金

を計上し、投資事業組合等から分配された損益については、売上高または営業外損益に

計上するとともに同額を組合等出資金に加減し、投資事業組合等からの出資金の払戻に

ついては組合等出資金を減額させております。 

(7) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、控除対象外消

費税等については、前払費用及び長期前払費用に計上し、５年で均等償却を行っており

ます。 

(8) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

(9) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、対象事業の経営の見通し等を考慮し、10年で均等償却して

おります。 
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２．表示方法の変更 

（損益計算書） 

① 前事業年度において「その他」に含めて記載しておりました営業外収益の「受取配当

金」（前事業年度4千円）について、重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記

しております。 

② 前連結会計年度において「その他」に含めて記載しておりました営業外費用の「支払手

数料」（前事業年度353千円）について、重要性が高まったため、当連結会計年度より

区分掲記しております。 

③ 前事業年度において区分掲記しておりました特別利益の「保険差益」（当事業年度966

千円）について、重要性が低下したため、「その他」に含めて記載しております。 

 

 

３．貸借対照表に関する注記 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 261,092 千円 

(2) 担保に供している資産 

 建   物 1,144,259 千円 

 土   地 1,325,520  

   計 2,469,780 千円 

  上記に対応する債務 

 １年以内返済予定の長期借入金 104,852 千円 

 長期借入金 1,703,155  

   計 1,808,007 千円 
 

(3) 保証債務 

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次の通り債務保証を行っております。 

 旭工業株式会社 150,000 千円 

(4) 関係会社に対する金銭債権または金銭債務 

区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次の通

りであります。 

 その他（流動資産） 18,402 千円 

 預り敷金・保証金 9,600 千円 



― 28 ― 

４．損益計算書に関する注記 

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額 

 営業取引（収入分） 9,600 千円 

 営業取引以外の取引（収入分） 44,919 千円 

 営業取引以外の取引（支出分） 65 千円 

 

 

５．株主資本等変動計算書に関する注記 

 当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 413,249 株 

 

 

６．税効果会計に関する注記 

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

繰延税金資産 

営業投資有価証券評価損 110,963千円

繰越欠損金 3,161,550 

減損損失 125,996 

その他 109,528 

繰延税金資産小計 3,508,039千円

評価性引当額 △3,508,039千円

繰延税金資産合計 ―千円

 

繰延税金負債 

資産除去債務に対応する除去費用 △3,231千円

その他有価証券評価差額金 △16,759 

繰延税金負債合計 △19,991千円

 

繰延税金負債の純額 △19,991千円
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７．関連当事者との取引に関する注記 

属性 会社等の名称 

議決権 
等の所 
有割合 
被所有 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

主要株主か
つ役員及び
その近親者 

古 川 令 治 
被所有 
14.8％ 

当社主要株
主であり 

当社取締役
（取引当時）

投資有価証
券 の 売 却
(注)１ 
 

33,950 ― ―

子会社 旭工業株式会社 100.0％ 連結子会社
債務保証 
担保提供 
(注)２ 

150,000 ― ―

子会社 
株式会社ホテル
システム二十一 

100.0％ 連結子会社
資金の借入
(注)３ 

200,000 
関係会社
短期借入

金 
200,000

(注)１ 当社主要株主であり、取引当時当社代表取締役であった古川令治氏に、当社が保有す
る投資有価証券を売却したものであります。売却価格は、直近の新株式の募集価格等
を参考に決定しております。 

２ 子会社の金融機関からの借入金について、当社が不動産担保の提供及び連帯保証を行
っているものであります。なお、当該子会社は実質当社と一体の完全子会社であり、
担保提供料等は受け取っておりません。 

３ 子会社からの資金の借入にあたっては、市場金利、金融機関からの調達金利などを勘
案して、借入金利の水準を合理的に決定しております。 
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８．１株当たり情報に関する注記 

 １株当たり純資産額 107円27銭

 １株当たり当期純損失 27円53銭

 

 

９．重要な後発事象 

資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分 

当社は、平成27年５月14日開催の取締役会において、資本金の額の減少及び資本準備金

の額の減少並びに剰余金の処分について、平成27年6月25日開催予定の第91回定時株主総会

に付議することを決議いたしました。その内容は以下の通りであります。 

 

(1) 資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分の理由 

当社は、第91期の連結業績におきまして646百万円、個別業績におきまして611百万円の

当期純損失を計上したため、多額の繰越欠損金を計上いたしました。 

この欠損金を填補して、資本構成の是正と財務体質の健全化を図るとともに早期復配体

制を実現することを目的として、会社法第447条及び第448条の規定に基づき資本金及び準

備金の額を減少した上で、会社法第452条の規定にもとづき、剰余金の処分をしたいと存

じます。 

 

(2) 資本金の額の減少の要領 

① 減少する資本金の額 

当社の資本金の額2,765,732,924円のうち334,761,955円を減少し、その他資本剰余金に

振り替え、減少後の資本金の額を2,430,970,969円といたします。 

② 資本金の額の減少の内容 

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行いません。減少する資本

金の額全額を資本の欠損填補に充当します。 

 

(3) 準備金の額の減少の要領 

① 減少する資本準備金の額 

当社の資本準備金の額20,849,811円を全額減少し、その他資本剰余金に振り替えるこ

とといたします。 

② 減少する利益準備金の額 

当社の利益準備金の額20,140,658円を全額減少し、繰越利益剰余金に振り替えること

といたします。 
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(4) 剰余金の処分の要領 

会社法第452条の規定に基づき、上記の効力が生じた後のその他資本剰余金

355,611,766円全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。 

① 減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金  355,611,766円 

② 増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金   355,611,766円 

 

(5) 日程 

取締役会決議日      平成27年5月14日 

株主総会決議日      平成27年6月25日（予定） 

債権者異議申述公告日   平成27年6月下旬（予定） 

債権者異議申述 終期日  平成27年7月下旬（予定） 

効力発生日        平成27年8月1日（予定） 

 

(6) その他 

本件は、平成27年6月25日開催予定の第91回定時株主総会において承認可決されること

を条件としております。 

 


